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１ 本書の位置付け 

事業者選定基準(以下、「本書」という。) は、埼玉県及び川越市 (以下｢県・市｣とい
う。) が、西部地域振興ふれあい拠点施設 (仮称) 整備事業 (以下｢本事業｣という。) を
実施する民間事業者 (以下｢事業者｣という。) を選定するに当たり、入札に参加する民間
事業者 (以下、｢入札参加者｣という。) から、最も優れた提案者を選定するための方法、
評価基準等を示したものであり、入札説明書と一体のものである。 

２ 基本的な考え方 

事業者の選定に当たっては、総合評価一般競争入札方式(地方自治法施行令 第 167 条
の 10の 2)による。本事業はWTO政府調達協定の対象であり、｢地方公共団体の物品等
又は特定役務の調達手続の特例を定める政令｣(平成 7 年政令第 372号)が適用される。な
お、事業者の選定作業は県・市共同で行う。 
審査は、入札参加者の資格の有無を判断する｢第一次審査｣と、提案内容等を審査する

｢第二次審査｣の二段階に分けて実施する。第二次審査では、基礎審査、加点審査を行う。 

３ 審査委員会の設置 

本事業に係る事業者を選定するに当たり、提案内容を公平かつ公正に審査するため、

学識経験者等により構成されるPFI事業者選定審査委員会 (以下、｢審査委員会｣という。) 
を設置する。 

審査委員は以下のとおりである。 

【審査委員会委員】(外部委員は五十音順 敬称略、◎は委員長、○は副委員長) 
区 分 氏名 所属・職名等 

◎委 員 山内 弘隆 
一橋大学大学院商学研究科長 
一橋大学商学部長 

○委 員 岸井 隆幸 
日本大学理工学部 
土木工学科 教授 

委 員 小林 真理 
東京大学大学院人文社会系研究科 
文化資源学研究専攻 准教授 

委 員 坂本 雄三 
東京大学大学院工学系研究科 
建築学専攻 教授 

委 員 根本 祐二 
東洋大学大学院経済学研究科 
公民連携専攻 教授 

委 員 本杉 省三 
日本大学理工学部 
建築学科 教授 

委 員 細田 照文 川越市副市長 

委 員 浅賀 康夫 埼玉県産業労働部長 
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４ 事業者選定の流れ 

事業者選定の全体フローを示すと以下のとおりである。なお、審査委員会は、第二次

審査を行う。 

＜審査の全体フロー＞ 

 

５ 第一次審査(入札参加資格の確認) 

県・市は、入札参加者が提出する資格審査書類から、入札説明書に記載した入札参加

者が満たすべき参加資格要件について確認し、確認の結果を代表企業に対し通知する。

確認できない場合は欠格とする。 

６ 開札(入札価格の確認) 

県・市は、開札を行い、入札参加者が提出する入札価格が予定価格を超えていないこ

とを確認する。ただし、入札価格は、県・市それぞれが積算した価格も超えてはならず、

第二次審査 

欠格 

失格 

参加表明書及び資格審査書類の提出

第一次審査(入札参加資格の確認) 

基礎審査 
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失格 
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落札者の決定 
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必須項目を 
満たさない場合 
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事前対話の実施 
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いずれかを超える場合は、失格とする。 
県・市が想定する SPCの支出額(SPCの利益配当を含み、県への賃借料を除く。23年
間の合計・消費税込)は以下のとおりである。なお、支出額には、｢業務要求水準書(資料
3)｣で求める県の相談業務及び産業振興イベントの実施費用、市の指定講座及びホールの
普及・参加・交流事業の実施費用が含まれているが、それ以外の SPCの自主事業に関す
る講座・公演実施費用は含まれていない。 
県事業支出額：約 10,690,000千円 
市事業支出額：約 17,479,000千円 

応募者は、自らが想定する講座・公演実施費用を含む県・市それぞれの支出額から実

現可能と考える利用料収入、講座・公演収入、管理料収入を除いた金額を入札すること。 

７ 第二次審査 

審査委員会は、｢基礎審査｣と｢加点審査｣に分け、提案の審査を行う。 
図面等を含む提案内容に矛盾がある場合には、応募者へのヒアリング等によって確認

し、それによってもなお矛盾点が解消されず、妥当性・現実性が不十分と判断される場

合には、当該提案内容について加点しない場合がある。 

(1)基礎審査 

審査委員会は、提案書に記載された内容が以下の｢必須項目｣を満たしていることを確

認する。入札参加者の提案内容が必須項目を満たさない場合は失格とし、以降の審査は

行わない。 

【必須項目】 

・業務要求水準書の要求事項について違反が無い 
・入札説明書及び提案様式集に示す提案書の作成に関する条件について違反が無い 
・企業ごとの役割分担や全体のマネジメントが明確である 
・実績等による裏づけや具体的な実施方法が明確である 
・入札価格の根拠が明確である 

(2)加点審査 

審査委員会は、加点審査においては、県・市が特に重視する事項を審査項目として設

定し、これらに関して、優れた工夫や配慮がなされている提案、独自性、革新性の高い

提案に対して、提案内容の具体性や実現可能性の観点から評価し、その程度に応じて加

点する。加点審査の満点は 100点とする。加点審査における、審査項目と審査の視点及
び配点を、｢審査基準の概要｣(別紙 5-1)に示すので参照すること。 
加点審査は、審査項目ごとに審査し、｢配点基本原則｣に示す 5段階評価による得点化
方法により得点を付与する。なお、審査委員会では、提案内容を確認する目的から、ヒ

アリングを実施する場合がある。現段階では、ヒアリングでの特別な資料は想定してい

ないが、詳細は提案書の受領後、代表企業に通知する。 

【配点基本原則】 
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評価 得点 

Ａ：極めて優れた提案がなされている 配点 × １００％ 

Ｂ：優れた提案がなされている 配点 ×  ７５％ 

Ｃ：提案内容に工夫がみられる 配点 ×  ５０％ 

Ｄ：提案に特別な配慮がみられる 配点 ×  ２５％ 

Ｅ：勘案すべき点が認められない 配点 ×   ０％ 

(3)審査得点の決定 

審査委員会は、加点審査による｢加点審査得点案｣を作成し、県・市に提出する。県・

市は、加点審査得点案をもとに、最終的な審査得点を決定する。 

(4)加点審査における評価内容 

加点審査において評価された内容は、県・市及び落札者が協議により実施方法を明確

化し、契約締結時の要求水準として要求水準書に反映する。 

８ 価格点審査 

県・市は、入札価格をもとに価格点を算定する。価格点の計算式は以下のとおりとし、

価格点の満点は 50点とする。なお、ここでの入札価格は県・市の合計額とする。 

【計算式】 

価格点＝(１－入札価格／入札予定価格)×50点 

９ 総合評価及び落札者の決定 

県・市は、加点審査得点と価格点を合算した総合評価点を算定して提案書の順位付け

を行い、最終的な落札者を決定する。総合評価の計算式は以下のとおりとする。 
なお、総合評価点の有効数字は小数点第二位以下を四捨五入した値とし、同点の場合

には、加点審査得点の高い提案を優秀提案とする。それでも優秀提案が決定しない場合

は、くじにより優秀提案を決定する。 

【計算式】 

総合評価点＝加点審査得点(100点満点) + 価格点(50点満点) 

 


